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(57)【要約】
【課題】  素子外部へ効率よく光を取り出すことができ
るＥＬ素子を提供する。また高輝度化、低消費電力化を
改良したＥＬディスプレイを提供する。
【解決手段】  発光層と全反射抑制構造の間には発光面
積を実質的に絞る集光構造が設けられており、全反射抑
制構造と集光構造を構成する材料のうち少なくとも前記
集光構造の屈折率が、発光層を構成する材料の屈折率以
上であるＥＬ素子及びＥＬディスプレイを提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  光取出し面側に設けた透明電極と、
前記透明電極に対向して設けた背面電極とを有し、前記
透明電極と前記背面電極との間に発光層を備えるＥＬ素
子であって、前記光取り出し面側には全反射抑制構造が
設けられており、かつ、前記発光層と前記全反射抑制構
造の間には発光面積を実質的に絞る集光構造が設けられ
ており、前記全反射抑制構造と前記集光構造を構成する
材料のうち少なくとも前記集光構造の屈折率が、発光層
を構成する材料の屈折率以上であることを特徴とするＥ
Ｌ素子。
【請求項２】  前記集光構造が素子面内方向に対して反
射面を有することを特徴とする請求項１に記載のＥＬ素
子。
【請求項３】  前記集光構造は、前記集光構造の前記発
光層側の面の面積に比べ光射出側の面の面積が小さいテ
ーパー構造であることを特徴とする請求項１に記載のＥ
Ｌ素子。
【請求項４】  前記全反射抑制構造が凸レンズ構造また
は錘状構造であることを特徴とする請求項１に記載のＥ
Ｌ素子。
【請求項５】  前記集光構造の光射出側の面の周囲には
光吸収部材が設けられていることを特徴とする請求項１
に記載のＥＬ素子。
【請求項６】  前記光吸収部材の中に複数の前記集光構
造を構成する材料が配置されており、前記複数の集光構
造の夫々の前記光射出側の面間には前記光吸収部材が配
置されていることを特徴とする請求項５に記載のＥＬ素
子。
【請求項７】  前記全反射抑制構造を構成する材料と前
記集光構造を構成する材料とはともに同じ材料で屈折率
も同じであることを特徴とする請求項１に記載のＥＬ素
子。
【請求項８】  請求項１から７に記載のＥＬ素子を備え
ることを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、ＥＬ（エレクトロ
ルミネッセンス：Ｅｌｅｃｔｒｏ  Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅ
ｎｃｅ）素子、およびその素子を用いた表示装置に関す
るものである。
【０００２】
【従来の技術】有機ＥＬ素子は、電極から電子とホール
（正孔）を有機蛍光体へ注入し、それらの再結合エネル
ギーによって発光中心を励起することによって動作する
発光素子である。
【０００３】有機ＥＬ素子の構造は発光層を電極ではさ
んだサンドイッチ構造であるが、電極の少なくとも一方
の電極を透明にすることによって、面状発光素子を得る
ことが可能である。
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【０００４】図１２に、非常に簡単な有機ＥＬ素子の構
成について説明する模式図を示す。この模式図において
は、背面電極、有機発光層、透明電極、ガラス基板のみ
記載されているが、実際の素子では、電子輸送層やホー
ル輸送層などのさまざまな薄膜層がいくつも積層されて
構成されている。背面電極と透明電極との間に電圧を印
可することによって有機発光層内で発光が起こり、その
光を透明電極側から素子外部へ取り出す構成となってい
る。
【０００５】有機発光層で発光した光は、透明電極やガ
ラス基板を通って素子外部（たとえば空気中）へ射出さ
れるが、一般に有機発光材料、透明電極、ガラス基板に
用いられる材料の屈折率は異なる。よって、異なる屈折
率を有する第１の材料（屈折率：ｎ１）と第２の材料
（屈折率：ｎ２）が接する界面においてフレネル反射に
よる光取り出しロスが生じる。フレネル反射は材料の屈
折率を用いて表現することができ、たとえば、垂直入射
の場合には以下の式で表現される。
【０００６】
Ｒ＝｛（ｎ１－ｎ２）／（ｎ１＋ｎ２）｝２

Ｒ：フレネル反射率
ｎ１：材料１の屈折率
ｎ２：材料２の屈折率
さらに、入射側材料（屈折率：ｎｉ）に対して射出側材
料（屈折率：ｎｓ）の屈折率が低い場合、つまり、ｎｉ
＞ｎｓの場合には全反射角度以上で入射した光に関して
全反射が起こる（図１３）。全反射が起こる臨界角θｃ
は以下の式で表現される。
【０００７】θｃ＝ａｒｃｓｉｎ（ｎｓ／ｎｉ）
θｃ：全反射臨界角
ｎｉ：入射側材料の屈折率
ｎｓ：射出側材料の屈折率
臨界角θｃよりも大きな角度で入射した光に関しては全
反射が起こり、材料の吸収を無視すると１００％反射が
起こる。よって、素子外部へ光を取り出すときに大きな
ロスとなる。実際、ガラス平板を基板に用いたときに外
部に取り出される光取り出し効率は、約２割程度以下と
なる。
【０００８】素子外部への光取り出し効率を改善する手
法についてはいくつか報告例がある。
【０００９】たとえば、素子基板上にマイクロレンズを
設けて素子外部への光取り出し効率を改善する提案がさ
れている（たとえば、特許第２７７３７２０号）（図１
４）。空気との界面で生じる全反射を効果的に抑制する
ためには、発光面積に対して十分大きなレンズ径を有す
ることが必要である。しかしながら、従来の構成におい
ては、素子内の発光面積に対して十分に大きな径のレン
ズを設けることが困難であるため、十分な全反射抑制効
果を得ることができなかった。特にディスプレイ用途な
どの高精細な画素サイズの実現をねらった素子用途で
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3
は、画素面積に対して十分大きなレンズを具備すること
は画素間でのマイクロレンズ同士の物理的な干渉や画素
の高密度化等の点からみて不利である。
【００１０】特開２０００－２６０５５９においては、
基板を透過する有機ＥＬ素子の発光を高効率で外部へ取
り出すことが可能な素子の提供を目的として、光ファイ
バーの集合体を基板とした構造の提案がされているが、
光ファイバーを光の導波を目的とした部材として使用し
ているため、開口面積が小さくなり光量ロスが生じると
いう問題点があった。
【００１１】また、特開２０００－２８４７２６におい
ては、特定の方向における光の強度を大きくし、光を効
率よくかつ広い視野角で利用することができる表示装置
を提供する目的で、ｘ方向およびｙ方向に周期的な屈折
率分布を有する、多層薄膜構造をもちいた共振器構造の
ような指向性部材と、マイクロレンズアレイのような散
乱部材を持つ構造の提案がされている。実施例では共振
器構造などの指向性を強めるための構造として具備さ
れ、マイクロレンズなどの散乱部材を備えることで視野
角改善をねらっているが、発光面積に対して十分に大き
なマイクロレンズを備えることが困難で取り出し効率を
十分に高めることができなかった。
【００１２】特開平７－３７６８８においては、視角依
存性を小さくし表示を高精彩で高輝度とする目的で、柱
状の高屈折率部を有する基板を用いた提案があるが、こ
の高屈折率部は実質的な発光面積を小さくするために具
備されているものではなく、なおかつ、全反射を抑制す
る構造も具備していない。
【００１３】特開平１１－２６５７９１においては、外
光の反射を抑えて良好なコントラストを有するＥＬ表示
装置を実現するために、内光を反射し外光を吸収する光
透過穴を有する構造またはアイランド構造が提案されて
いるが、基板と空気との界面で生じる全反射を抑制する
ための工夫がないため効率的に光を取り出すには不十分
であった。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】本発明者は上記問題点
を鑑みて、素子と空気との界面で生じる全反射を抑制す
ることに注目した。また有機発光層の屈折率と、有機発
光層から発光素子外部へ有機発光層が発光した光が出て
行く際に通過する媒体との屈折率に注目した。
【００１５】本発明は、素子外部へ効果的に光を取り出
すこと、そして表示装置としての高視認性を実現するこ
とを課題とする。
【００１６】
【課題を解決するための手段】よって本発明は、光取出
し面側に設けた透明電極と、前記透明電極に対向して設
けた背面電極とを有し、前記透明電極と前記背面電極と
の間に発光層を備えるＥＬ素子であって、前記光取り出
し面側には全反射抑制構造が設けられており、かつ、前
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記発光層と前記全反射抑制構造の間には発光面積を実質
的に絞る集光構造が設けられており、前記全反射抑制構
造と前記集光構造を構成する材料のうち少なくとも前記
集光構造の屈折率が、発光層を構成する材料の屈折率以
上であることを特徴とするＥＬ素子を提供する。
【００１７】
【発明の実施の形態】本発明はＥＬ素子（エレクトロル
ミネッセンス素子：：Ｅｌｅｃｔｒｏ  Ｌｕｍｉｎｅｓ
ｃｅｎｃｅ素子）に関する。本実施形態では後述の如く
一例として有機ＥＬ素子を挙げて説明するが、本発明は
無機ＥＬ素子でも良い。
【００１８】以下に図１を用いて説明する。
【００１９】図１は本実施形態に係る有機ＥＬ素子の模
式的な断面図である。
【００２０】図１において、１は背面電極、２は有機発
光層、３は透明電極、４は光反射材料、５は集光構造、
６は全反射抑制構造、そして７は集光構造をその外側か
ら支持する支持部材で本実施形態では光吸収材料であ
る。なお、図１においては、基本的な構成を示すもので
あってこの構成に制限するものではない。有機発光層２
の一部として、あるいは有機発光層２の隣に後述する電
子輸送層、ホール輸送層等の層が存在していてもなんら
問題はない。
【００２１】有機発光層については、固体状態で高い量
子収率が得られること、成膜性がよいこと、キャリア輸
送性が高いことが求められる。作製手法としては、たと
えば、低分子材料の場合には真空加熱蒸着、ポリマー材
料（高分子材料）の場合にはディップコーティングやス
ピンコーティングなどの塗布法等が挙げられる。（ポリ
マー材料の一例は、電子情報ディスプレイハンドブック
（培風館）ｐ．４０７－ｐ．４０８を参照。）また、代
表的な有機低分子発光材料の一例として、トリス（８－
キノリノラト）アルミニウム錯体（Ａｌｑ３）、ビス
（ベンゾキノリノラト）ベリリウム錯体（ＢｅＢｑ）、
Ｅｕ錯体であるＥｕ（ＤＢＭ）２（Ｐｈｅｎ）、ジスチ
リル誘導体であるＤＰＶＢｉを示す（電子情報ディスプ
レイハンドブック（培風館）ｐ．４０５を参照）が、も
ちろん、これ以外の材料を有機発光材料として利用して
も何ら問題はない。また、蛍光量子収率が高い材料がド
ーパントとして使用され、発光色の変調、混色、発光効
率の向上のために用いられる。代表的なドーパント材料
の一例として、クマリン６、ルブレン、キナクリドン、
ＤＣＭ－１を示す（電子情報ディスプレイハンドブック
（培風館）ｐ．４０６を参照）が、当然のことながら、
これ以外の材料の利用を制限するものではない。
【００２２】図１において基板は不図示であるが、基板
は図１の有機ＥＬ素子を支持する基材のことである。基
板上の陽極電極（本実施形態の透明電極３に相当）とし
て用いられるものの代表例としてインジウム－スズ酸化
物（ＩＴＯ）があり透明電極として使用でき、真空蒸着



(4) 特開２００３－３１７９３１

10

20

30

40

50

5
やスパッタによって作製することができる。
【００２３】陰極（本実施形態の背面電極１に相当）に
は仕事関数の小さいマグネシウム、リチウム、ナトリウ
ム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、アルミニウ
ム、インジウム、銀、鉛、すず、クロムなどを金属単体
あるいは複数の合金として使用できる。また、陰極は、
一層構成であっても多層構成であってもよい。
【００２４】また、不図示であるが、電子とホール（正
孔）とをバランスよく注入する役割を担う電子輸送材料
やホール輸送材料が用いられる。その場合、電子輸送材
料やホール輸送材料は有機発光層２に含まれていたり、
あるいは有機発光層２の隣に配置された別の層であって
も良い。電子輸送材料としては、一般にアリールアミン
誘導体が用いられ、代表的な電子輸送材料として、ＰＢ
Ｄ、ＴＰｈｅｎ、ＯＸＤ、ＴＡＺを示した（電子情報デ
ィスプレイハンドブック（培風館）ｐ．４０７を参
照）。また、ホール輸送材料としては一般に、１，２，
４－オキサジアゾール誘導体、１，３，４－トリアゾー
ル誘導体、フェナントロリン誘導体が用いられており、
代表的なホール輸送材料として、ＴＰＤ、α－ＮＰＤ、
ＴＰＴ、Ｓｐｉｒｏ－ＴＰＤを示した（電子情報ディス
プレイハンドブック（培風館）ｐ．４０６を参照）。こ
こでは、一例として陽極側から光を取り出す構成につい
て説明したが、もちろん、光取り出し側を陰極とした構
成であってもよい。
【００２５】集光構造５は、実質的な発光面積を小さく
する構造（形状）を有する。ここでは、テーパー構造を
一例としてあげた。つまりこのテーパー構造は有機発光
層から光取り出し方向へ向かって、開口の断面積が小さ
くなるような構造を有している。たとえば、円錐形状、
四角錐形状、多角錐形状、あるいはこれらの錐台形状が
実質的な発光面積を小さくする構造に当てはまるが、も
ちろんこれらの形状に限定するものではない。また、テ
ーパー構造において光が透過する側の材料の側面は反射
面で構成されていることが好ましい。なお、この反射面
が先の光反射材料４のことであり、反射面は集光構造５
表面に形成されたものでもよく、支持部材である光吸収
材料７表面に形成されたものでも良く、あるいは集光構
造５と光吸収材料７との間に設けられた別部材からなる
面であっても良い。
【００２６】また集光構造５の材料の屈折率は有機発光
層３の屈折率以上である。また全反射構造６の材料の屈
折率は有機発光層３の屈折率以上である。
【００２７】また図１で示した素子のような構成、即
ち、有機発光層３の隣がすぐ集光構造５である構成の場
合は有機発光層３の屈折率と集光構造５の材料の屈折率
とを注目するが（あるいは有機発光層３の屈折率と全反
射抑制構造６の屈折率とを注目する）が、たとえば、有
機発光層３と集光構造５との間に別の電荷輸送層が設け
られている場合は、集光構造５と全反射抑制構造６の少
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なくとも何れか一方の屈折率と有機発光層３の屈折率と
に注目して有機ＥＬ素子を設計すればよい。なお本発明
のＥＬ素子を構成する発光層とはこの別の電荷輸送層が
存在する構成の素子とこの別の電荷輸送層が存在しない
構成の素子も想定して発光層を定義している。
【００２８】全反射抑制構造６は、少なくとも符号１、
２、３、４、５、６、そして７から構成される素子の外
部にある媒質（たとえば空気）との界面で生じる全反射
を抑制するため、素子外部媒質への入射角度を小さくす
る構造を有する。たとえば、凸レンズ形状や錘状形状を
有する構造が一例として挙げられる。本実施形態では図
１において凸レンズ構造を挙げたが錘状構造については
後述する。
【００２９】図２は本実施形態の有機ＥＬ素子が複数配
置された状態を表す模式図であり、図２（Ａ）は全反射
抑制構造６を具備した有機ＥＬ素子の鳥瞰図、そして図
２（Ｂ）はそれを全反射抑制構造６側からみた模式図で
ある。図２（Ｂ）に示すように全反射抑制構造６（この
場合凸レンズ）は複数が行列ごとに整列して配置されて
いる。また全反射抑制構造６は光吸収材料７の上に配置
されている。図２（Ｂ）に図示される実線の丸は、図２
（Ｂ）で図示される光吸収材料７の面内の開口部であ
り、開口部即ち集光構造５の光射出側の面でもある。ま
た図２（Ｂ）で図示される点線の丸は、全反射抑制構造
６が光吸収材料７の面と接する面の輪郭を図示したもの
である。点線の丸で図示するように、全反射抑制構造６
が光反射材料７の面と接する面は集光構造５の光射出側
の面より大きく、集光構造の光射出側の面をおおう程の
大きさである。その大きさの関係は図１からも明らかで
ある。
【００３０】なお、本実施の形態では全反射抑制構造６
が光吸収材料７の面と接する面が集光構造５の光射出側
の面より大きくても同じ大きさでも良い。大きい場合
は、全反射角度より小さな角度分布を持つ開口部から射
出光の割合が増え、その結果、全反射防止構造と空気と
の界面で生じる全反射を効果的に抑制することができ
る、という効果があり、一方同じ大きさの場合は、開口
部周辺に設けた支持部材である光吸収材料による反射光
を抑制する効果によるコントラスト向上という効果があ
る。
【００３１】また例えば全反射抑制構造６が凸レンズ構
造（形状）で且つ全反射抑制構造６が光反射材料７の面
と接する面が集光構造５の光射出側の面より大きい場合
は開口部（集光構造５の光射出面）から射出した光は、
全反射抑制構造と空気界面において、全反射角よりも小
さな角度となるものが多くなり、効果的に素子外部へ光
を取り出すことができるという効果があり、一方全反射
抑制構造６が錘状構造（形状）であり且つ全反射抑制構
造６が光反射材料７の面と接する面が集光構造５の光射
出側の面と同じ大きさである場合は、錘状構造により全
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反射角以下の角度分布を持つ射出光の割合が増え、素子
外部に効果的に光が取り出せるようになるとともに、開
口部周辺に設けた光吸収材料による反射光を抑制する効
果によりコントラストが向上するという効果がある。
【００３２】仮に、テーパー形状の集光構造を設けない
場合には、放射角度分布を制御することが困難となり全
反射構造抑制構造による全反射抑制効果が十分に得るこ
とができず、その結果、正面強度と全取り出し効率を両
立する設計が困難となる。また、集光構造および全反射
防止構造を構成する材料の屈折率が有機発光層よりも低
い場合には、テーパー部分での放射角度分布が大きな角
度に偏った放射角度分布（素子を斜めから見たほうが明
るく見えるような放射分布）となる。
【００３３】このことは、表示装置として利用した場合
正面から観測した場合に比べ斜め方向から観測した場合
のほうが明るく見えることを意味している。表示装置と
してはどの方向から観測した場合でも明るさが変化しな
いことが好ましい。以上の理由から、テーパー形状の集
光構造と集光構造および全反射防止構造が有機発光層を
構成する材料の屈折率よりも高い屈折率部材であること
が必要である。
【００３４】また本実施形態では、集光構造５を支持す
る部材を光吸収部材として説明したが、集光構造それ自
体が必ずしも光吸収部材である必要はなく、例えば集光
構造５を支持する支持部材（本実施形態の光吸収材料
７）の面のうち、少なくとも全反射集光構造６を支える
側の面に光吸収機能を持たせるべく別部材（光吸収部
材）を設けたり、あるいはこの面自体を光吸収機能を持
たせるべく表面処理しても良い。そのような光吸収の工
夫をすることで１つの素子内で発光点が光吸収部材で囲
まれた構成となる。
【００３５】光吸収部材は一般に暗いので１つの素子内
でコントラストが向上したり、あるいは外光によるぎら
つきを防ぐことができる為にコントラストが向上する。
そして複数の素子を配列させた場合も互いの素子からの
発光に対して高いコントラストを維持できたり、あるい
は外光によるぎらつきを防ぐことができるためにコント
ラストが向上する。
【００３６】また本実施形態では、光集光構造５と全反
射抑制構造６とが別体で配置されていても良く、あるい
は一体で配置されていても良い。また光集光構造５と全
反射抑制構造６のそれぞれの屈折率は同じ値でも良くあ
るいは若干異なっていても良い。
【００３７】（第１の実施例）第１の実施例に係る有機
ＥＬ素子の概略図を図３に示す。本実施例は先の発明の
実施の形態に係る有機ＥＬ素子と同様、集光構造と全反
射抑制構造を具備している。本実施例の有機ＥＬ素子を
以下に記するように設計した。素子サイズは８０μｍ角
とし、金属を用いた背面電極１上に有機分子から構成さ
れている有機発光層およびその他の有機化合物層（屈折
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率：ｎ（ｏｒｇ）＝１．７１）２を、更にその上にＩＴ
Ｏなどの透明導電性材料（屈折率：ｎ（ＩＴＯ）＝２．
０）３を積層した。更に、透明導電性材料の上に、テー
パー形状の集光構造５を設け、更に、集光構造５の上に
全反射抑制構造６を設けた。有機化合物層およびその他
の有機化合物層との合計膜厚は１００ｎｍ、ＩＴＯの膜
厚は１００ｎｍとした。
【００３８】テーパー構造を有する集光構造５の材料は
ＴｉＯ

２
（屈折率：ｎ（ＴｉＯ２）＝２．３）である。

テーパー構造の周りは光吸収材料７が設けられている。
また、光吸収材料とテーパー構造との境界面には光反射
材料４が設けられている。光吸収材料７としては、たと
えば黒色のプラスチック材料等を用いることができる。
また、光反射材料としては、金、銀、アルミニウムなど
の金属材料である。そしてこの金属材料である光反射材
料を蒸着、スパッタ、ディッピング、などの手法で作製
された薄膜材料として用いてもよいし、あるいはまた光
反射材料を高屈折率材料と低屈折率材料（たとえば、Ｔ
ｉＯ

２
とＳｉＯ

２
など）を交互に積層して作製した誘電

体薄膜ミラー構造をとる構成としてもよい。また本実施
例ではテーパー構造を円錐台形状とし、テーパー角度α
をα＝２５°、構造物の高さｈをｈ＝３０μｍとした。
【００３９】また、全反射抑制構造の形状は凸型の半球
レンズとし曲率半径ｒをｒ＝４０μｍとした。構成する
材料はＴｉＯ

２
（屈折率：ｎ（ＴｉＯ

２
）＝２．３）と

し集光構造の射出開口部の中心と光軸を一致させた密着
した配置をとった。
【００４０】以上のような構造を持つ素子における正面
強度と全取り出し強度について、従来のガラス基板を用
いた構成を持つ素子と比較検討した。正面強度とは発光
している有機ＥＬ素子を観測者が正面から見たときにど
のくらい明るく見えるかの指標となるもので、ここで
は、有機発光層の面に対する法線方向に射出された光の
放射強度であり、全取り出し強度とは有機発光層から素
子外部（空気中）へ射出された全ての光強度であり、全
放射角度における放射強度の積分値である。
【００４１】正面強度については、有機発光層の面に対
する法線方向の延長にある点を観測点とし、有機ＥＬ素
子から十分遠く離れた観測点（遠方界）における放射強
度について評価した。また全取り出し強度については、
全放射角度に対する遠方界における観測点での放射強度
の積分値によって評価した。それらの結果をグラフに示
し図４および図５で示す。
【００４２】図４は、ガラス基板上に有機ＥＬ素子を構
成した従来型有機ＥＬ素子（「ガラス基板」と記した）
と本発明にかかる実施例１における正面強度の比較グラ
フであり、図５は、従来型有機ＥＬ素子と本発明にかか
る実施例１における全取り出し強度の比較グラフであ
る。ガラス基板上に有機ＥＬ素子を構成した従来型有機
ＥＬ素子とは、図１２に示すようなガラス基板上に透明
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9
電極、有機発光層、金属電極を設けた構造をもつ有機Ｅ
Ｌ素子のことである。また縦軸は任意の強度である。グ
ラフからわかるように、正面強度に関しては、従来構成
即ちガラス基板上に有機ＥＬ素子を構成したものと比較
して約１．３倍、全取り出し強度に関しては、従来構成
と比較して約２．１倍の強度が得られた。このときの角
度分布を図６に示す。角度分布とは各放射角度における
放射強度の分布のことであり、である。ａｚｉｍｕｔｈ
方向に放射強度（Ｗ／ｓｒ）、ｒａｄｉａｌ方向に放射
角度を示している。この結果、正面強度および全取り出
し光強度を従来と比べて改善し、そのうえ図６におい
て、正面（図６における１８０°に相当）から±４５°
程度の範囲（図６において１３５°～２２５°程度の範
囲）で放射強度に大きな偏りが見られないことからわか
るように、強い指向性もなく広い視野角特性をもつ有機
ＥＬ素子を実現することができる。
【００４３】（第２の実施例）第２の実施例に係る有機
ＥＬ素子の概略図を図７に示す。また、鳥瞰図と正面図
の概略図を図８に示す。本実施例は実施例１の有機ＥＬ
素子と全反射抑制構造６が凸レンズ構造（形状）と異な
り錘状構造（形状）であるという点で構成が異なる。
【００４４】なお本実施例で錘状構造（形状）は、集光
構造５の開口部側面と同じ大きさでその真上に設けられ
ている。本実施例の有機ＥＬ素子を以下に記するように
設計した。素子サイズは８０μｍ角とし、金属を用いた
背面電極１上に有機分子から構成されている有機発光層
およびその他の有機化合物層２（屈折率：ｎ（ｏｒｇ）
＝１．７１）を、更にその上にＩＴＯなどの透明導電性
材料３（屈折率：ｎ（ＩＴＯ）＝２．０）を積層した。
【００４５】更に、透明導電性材料の上に、テーパー型
の集光構造５を設け、更に、集光構造５の上に全反射抑
制構造６を設けた。有機化合物層およびその他の有機化
合物層との合計の膜厚は１００ｎｍ、ＩＴＯの膜厚は１
００ｎｍとした。テーパー構造を構成する材料はＴｉＯ

２
（屈折率：ｎ（ＴｉＯ

２
）＝２．３）とし、テーパー

構造の周りを光吸収材料で構成した。また、光吸収材料
とテーパー構造との境界面には光反射材料で構成した。
テーパー構造のテーパー角度αをα＝２５°、構造物の
高さｈをｈ＝３０μｍとした。
【００４６】また、全反射抑制構造の形状は凸型の円錐
形状とし底面円半径ｒをｒ＝２６μｍとし、円錐のテー
パー角度βをβ＝５０°とした。構成する材料はＴｉＯ

２
（屈折率：ｎ（ＴｉＯ

２
）＝２．３）とし集光構造の

射出開口部の中心と光軸を一致させた密着した配置をと
った。この凸型の円錐形状の底面円半径に対して、この
底面部における集光構造の開口部側半径は２６μｍであ
る。
【００４７】以上のような構造を持つ素子における正面
強度と全取り出し強度について、従来のガラス基板を用
いた構成を持つ素子と比較検討した。図９に正面強度の*
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*比較グラフを、図１０に全取り出し強度の比較グラフを
示す。その結果、正面光強度および全取り出し光強度に
関してほぼ同等であり遜色ない取り出し効率を実現でき
ることを確認した。一方、実施例２における有機ＥＬ素
子では、開口面積が従来構成の素子のおよそ２３％とな
っており、これは、発光面積が従来構成に比べ２３％に
なったとしても全光取り出し効率が変化していないこと
を示している。加えて、開口部以外の部分の支持部材は
光吸収材料で構成されているため、背面電極からの反射
光成分が大幅に低減する。その結果、視認性やコントラ
ストの改善が実現できる。
【００４８】（第３の実施例）第３の実施例として、フ
ルカラー有機ＥＬディスプレイについて述べる。断面形
状の概略図と正面概略図を図１１に示した。基板３０、
各画素を駆動するＴＦＴ３１。ＴＦＴ上に作製された画
素ごとの背面電極、赤色発光材料層３３、緑色発光材料
層３４、青色発光材料層３５、透明電極３６、集光構造
５、全反射抑制構造６が設けられている。
【００４９】従来の構造では、素子外部への光取り出し
効率が低かったため、明るいディスプレイを実現するた
めには、より多くの電流を有機発光層に流す必要性があ
り、そのため消費電力や材料の寿命の点において不利で
あった。同時に、高精細なディスプレイを実現するため
には集積度を上げる必要性がある。集積度が上がるとそ
れに伴って素子サイズが小さくなり発光面積が小さくな
り輝度が低下してしまう。よって、有機発光層から出た
光が効率よく素子外部に取り出すことが望まれていた。
【００５０】本発明の有機ＥＬディスプレイにおいて
は、全反射抑制構造と集光構造を具備することによって
従来構成のものに比べ効率よく光を取り出すことができ
る。また、全反射抑制構造および集光構造は、有機ＥＬ
素子を構成した後に具備することができるため、有機Ｅ
Ｌ素子構造によらず設けることができる。その結果、高
輝度、低消費電力、高視認性、高い色純度を実現するフ
ルカラー有機ＥＬディスプレイを実現できる。
【００５１】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
素子外部へ効率よく光を取り出すことができるＥＬ素子
を提供できる、また高輝度化、低消費電力化を改良した
ＥＬディスプレイを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る有機ＥＬ素子の断面形状の概略図
【図２】本発明に係る有機ＥＬ素子の鳥瞰図（Ａ）およ
び平面図（Ｂ）の概略図
【図３】実施例１における有機ＥＬ素子の断面形状の概
略図
【図４】実施例１におけて正面強度を比較したグラフ
【図５】実施例１において全取り出し強度を比較したグ
ラフ
【図６】実施例１における遠方界における角度分布のグ
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ラフ
【図７】実施例２における有機ＥＬ素子の断面形状の概
略図
【図８】実施例２における有機ＥＬ素子の鳥瞰図（Ａ）
および平面図（Ｂ）の概略図
【図９】実施例２におけて正面強度を比較したグラフ
【図１０】実施例２において全取り出し強度を比較した
グラフ
【図１１】実施例３における有機ＥＬ素子の断面形状図
（Ａ）および平面図（Ｂ）の概略図
【図１２】従来の有機ＥＬ素子の概略図
【図１３】従来の有機ＥＬ素子で生じる全反射の説明図
【図１４】従来のマイクロレンズを具備した有機ＥＬ素
子の概略図
【符号の説明】
１  背面電極
２  有機発光層
３  透明電極 *
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*４  光反射材料
５  集光構造
６  全反射抑制構造
７  支持部材（光吸収材料）
３０  基板
３１  ＴＦＴ
３２  背面電極
３３  赤色発光画素の有機発光材料層
３４  緑色発光画素の有機発光材料層
３５  青色発光画素の有機発光材料層
３６  透明電極
９１  背面電極
９２  有機発光層
９３  透明電極
９４  基板
９５  空気
９６  マイクロレンズ

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】
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【図１１】
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